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令和５年度運営指導における指導事項について 

 

１ 個別サービスに関する事項 

（１）居宅介護支援，介護予防支援 
○勤務形態一覧の作成について 

〔事例〕 

 ・実績の勤務形態一覧が２８日（４週）までしか作成されていなかった。 

 ・日々の勤務時間や常勤・非常勤の別，管理者との兼務関係が明確になっていなかった。 

居宅介護支援事業所は，指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を

定めておくとともに，従業者に関する諸記録を整備しておく必要があります。 

原則として月ごとの勤務表を作成し，介護支援専門員について，日々の勤務時間，常勤・非常勤の別，管

理者との兼務関係等を明確にし，勤務の状況等については管理者が一体的に管理をしてください。 

 なお，管理者と介護支援専門員の業務を兼務している場合は，それぞれの勤務時間数を分けて勤務形態

一覧表を作成してください。 

 

○居宅サービス計画等の「軽微な変更」について 

〔事例〕 

  ・軽微な変更を行った際に，変更を行った箇所が不明確になっていた。 

  ・軽微な変更を行った際に，利用者等に変更内容に関する説明を行った記録が不十分であった。 

 軽微な変更に際し作成する居宅サービス計画は，どの箇所が変更になったかが分かるように見え消し等

で変更するとともに，軽微な変更として取り扱った理由などを第１表の余白や支援経過等に記載してくだ

さい。 

 また，軽微な変更を行った内容等について，利用者又はその家族に説明し，同意を得て，支援経過に同

意を得た日付や相手方，確認方法等を記録してください。 

 

 ○医療サービスの扱いについて 

〔事例〕 

・居宅サービス計画に訪問看護,通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける際，当該医

療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り行うこととされていたが，この場合に主治

の医師等から直接若しくは文書で意見を徴していなかった。 

・医療サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した際に，意見を徴した主治の医師等に当該計

画書を交付していなかった。 

・ 利用者が訪問看護，通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要

な場合には，利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならないとされています。また，

居宅サービス計画に訪問看護，通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあって

は，当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとされています。 

１ 居宅サービス計画に新たに医療サービスを位置付ける場合 

主治の医師等からの意見を求める必要あり。意見の聴取方法は，直接話をする若しくは医師等の文書
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（交付手段は問わない）によるものとします。 

２ 医療サービスが位置付けられた居宅サービス計画に変更が生じた場合の対応 

⑴ その他サービス（医療サービスではないサービス）に変更が生じた場合であって，医療サービスに

変更がない場合 

→ 例えば，通所介護や訪問介護に変更が生じて居宅サービス計画の変更が必要な場合，医療サービス

の内容等に変更がないのであれば改めて医師等から意見の聴取は不要です。 

⑵ その他サービスの変更の有無にかかわらず，医療系サービスにも回数や内容の変更が生じる場合 

→ 居宅サービス計画の変更については，ケアマネジャーが日常的なモニタリングの結果，変更が必要

と判断した場合に行うものであることから，変更が必要と判断した背景によっても医師の意見聴取の

必要性は異なるものとなります。 

例えば，事業所の都合による変更の場合であって，一時的な曜日の変更（例：火曜日を水曜日に）

や時間の変更（例：10 時からを 10 時 30 分からに）等については，本人の状況に変化がない場合に

ついては改めての意見との聴取は不要であると考えられます。 

一方，本人の状況の変化により提供回数の変更やサービス内容の変更が生じた場合には，医師等の

意見は必要な場合もあると考えられることから,一律に判断するものではなく，状況に応じた対応を

してください。 

・ 主治の医師等の意見を求めて医療サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した場合は，医師に

当該計画を交付しなければならないとされています。 

  なお，当該計画の変更に当たっては，位置付けた医療サービスに変更が生じる場合のみ，あらためて

主治の医師等へ変更後の計画を交付を要するものとし，交付した場合はその旨を支援経過等に記録して

ください。 

 

〇運営基準減算について 

 運営基準減算は居宅介護支援の質の向上を図る観点から、適正なサービスの提供を確保するためのもので

あり、遵守されていない場合は利用者ごとに運営基準減算が適用されるものとなります。具体的には次のと

おりです。必ずご確認いただき、遵守してください。 

 ⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること  

・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めること 

ができること 

・  前６か月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪

問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計

画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計

画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着

型サービス事業者によって提供されたものが占める割合 

について、文書を交付して説明を行ってない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月 

の前月まで減算する。 

  ⑵ 居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たっては、次の場合に当該居宅サービス計画に係る月から

当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算されるものであること。 
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   ① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場    

    合 

   ② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合 

（やむを得ない事情がある場合を除く）   

   ③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対

して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付して

いない場合 

  ⑶ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていない 

ときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

   ① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

  ⑷ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況（以下「モニタリング」）に当たっては、次

の場合に、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算される

ものであること。 

   ① 当該事業所の介護支援専門員が 1 月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が 1 月以上継続する場合 

   

  なお、上記⑴の 3 つ目の内容について、令和６年４月より、努力義務となる見込みですが、できる限り遵

守していただきますようお願いいたします。 

 

 



4 

 

○特定事業所加算について 

 居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について、令和６年４月より見直される予定です。 

算定されている事業所におかれましては、必ず御確認ください。 

 

ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困

窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とす

るとともに、評価の充実を行う。 

イ （主任）介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支

援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確

化する。 

ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。 

エ 介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を

行う。 

 

なお、詳しい要件について以下の表も参考にしてください。 

 

【事例】 

 ○「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」の議題

について，必要な議事が含まれず会議を開催していた。 

  → 会議を開催する際は以下の事項を議題に含めて開催してください。 

⑴ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

⑵  過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

⑶  地域における事業者や活用できる社会資源の状況 
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⑷  保健医療及び福祉に関する諸制度 

⑸  ケアマネジメントに関する技術 

⑹  利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

⑺  その他必要な事項 

  なお，その会議内容については必ず記録を残してください。 

 ○ 研修の実施にあたり，介護支援専門員ごとの研修計画が定められていなかった。 

  → 当加算を算定する場合，各介護支援専門員の研修計画には以下の項目を含めた上で，毎年度少な

くとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めてください。 

⑴ 個別具体的な研修の目標 

⑵ 内容 

⑶ 研修期間 

⑷ 実施時期 

なお，各介護支援専門員の研修計画については事業所で必ず保管し，また，併せて研修を実施した 

際には，実施日，参加者，受講内容等が確認できる報告書等を適切に記録，保管をしてください。 

 また、年度途中で新たな介護支援専門員の採用等があった場合も必ず研修計画を定めてください。  

 

○入院時情報連携加算について 

 入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院後３日以内又は入院後７日以内に病院

等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価しているところ、令和６年４月より、入院当日中

又は入院後３日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しがされる予定です。その際、事業所の休

業日等に配慮した要件設定を行うこととなります。詳しい要件について以下の図を参考にしてくださ

い。 

 

〔事例〕 

・利用者が病院等に入院するにあたって，病院等の職員に対して情報提供した際に，利用者の心身の

状況等の内容が，支援経過等に記録されていなかった。 

 ・医療機関に対する情報提供の内容や記録が不十分であった。 
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・ 入院時情報連携加算に係る情報連携において，病院等に提供することが求められている「必要な情報」

は，以下のとおりです。 

 ⑴ 当該利用者の入院日 

 ⑵ 心身の状況（例えば疾患・病歴，認知症の有無や徘徊等の行動の有無など） 

 ⑶ 生活状況（例えば，家族構成，生活歴，介護者の介護方法や家族介護者の状況など） 

・ 情報提供を行った日時，場所（医療機関へ出向いた場合），内容，提供手段（面談，ＦＡＸ等）等につ

いて居宅サービス計画等に記録してください。 

・ 令和２年３月に旭川市福祉保険部長寿社会課が発行した「旭川市入退院時の医療と介護の連携の手引

き」を参照し，必要な情報を提供または収集するようにしてください 

・ 情報提供の時期によって加算の区分が変わることから，入院日と情報提供日を支援経過等に記録して

おいてください。（同時算定不可） 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ・入院した日のうちに情報提供 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ・入院した日の翌日又は翌々日に情報提供 

 

○退院・退所加算について 

〔事例〕 

 ・退院・退所加算（Ⅰ）ロの算定について，カンファレンス参加者の要件を満たしていない。 

退院・退所加算については，退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等と

の連携を促進する観点から，平成３０年度報酬改定で次のとおり見直されています。  

① 退院・退所時における居宅サービス計画の初回作成の手間を明確に評価する。 

② 医療機関等との連携回数に応じた評価とする。 

③ 加えて，医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。 

  退院・退所加算Ⅰ（ロ），Ⅱ（ロ），Ⅲの算定に当たっては，カンファレンスによる情報収集が必要と

されていますが，カンファレンスの要件については以下の要件を満たし，退院後に福祉用具の貸与が見

込まれる場合にあっては，必要に応じ，福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が

参加するものとされています。 

＜病院又は診療所＞ 

 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たす

もの。 

※退院時共同指導料２の注３の要件 

 入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が，在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護

師等，保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士，保険薬局の保険薬剤師，訪

問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。），理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚

士，ケアマネジャー又は相談支援専門員のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合に，

多機関共同指導加算として，２，０００点を所定点数に加算する。 

＜地域密着型介護老人福祉施設＞ 

 指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準第１３４条第６項及び第７

項に基づき，入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供を行うにあたり実施された場

合の会議。ただし，基準第１３１条第１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業
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者及び入所者またはその家族が参加するものに限る。 

＜介護老人福祉施設＞ 

 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準第７条第６項及び第７項に基づき，

入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし，基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者またはその家族が参加

するものに限る。 

＜介護老人保健施設＞ 

 介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準第８条第６項に基づき，入所

者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。

ただし，基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加

するものに限る。 

＜介護医療院＞ 

 介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準第１２条第６項に基づき，入所者へ

の指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただ

し，基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに

限る。 

＜介護療養型医療施設（平成３５年度末までに限る。）＞ 

 健康保険法等の一部を改訂する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準第９条第５項に基

づき，患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された

場合の会議。ただし，基準第２条に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従業者及び患者又はそ

の家族が参加するものに限る。 

   となっており，要件を満たすカンファレンスであるか確認することが必要となっていますので，会

議の主催者に対し，予め確認をしてください。 

 

○指定介護予防支援の委託について 

 〔事例〕 

 ・介護予防支援業務を居宅介護支援事業所に委託している場合において，介護予防サービス計画に位置

付けた介護予防サービス事業者等に対して，サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少

なくとも１月に１回，聴取することとされているが，聴取した事実が確認できない事例があった。 

・介護予防支援事業所が業務の一部を居宅介護支援事業所に委託しているケースで，居宅介護支援事業

所が，利用開始当初の介護予防サービス計画を作成しているのみで，それ以降にモニタリング，サー

ビス担当者会議等，必要な業務を行っていなかったケースがあり，委託元である介護予防支援事業所

が状況を全く把握していなかった。 

 

 指定介護予防支援事業者は，法第１１５条の２３第３項（指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令

で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができ

る。）の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には，次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればなりません。 
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 一 委託に当たっては，中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会の議を

経なければならないこと。 

 二 委託に当たっては，適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の

範囲や業務量について配慮すること。 

 三 委託する指定居宅介護支援事業者は，指定介護予防支援の業務に関する知識及び能力を有する介

護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。 

 四 委託する指定居宅介護支援事業者に対し，指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門員

が，第１条の２，この章及び第４章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。 

なお，委託を行ったとしても，指定介護予防支援に係る責任主体は指定介護予防支援事業者です。 

指定介護予防支援事業者は，委託を受けた指定居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画原案を作成 

した際には，当該介護予防サービス計画原案が適切に作成されているか，内容が妥当か等について確認を

行うこと，委託を受けた指定居宅介護支援事業者が評価を行った際には，当該評価の内容について確認を

行い，今後の方針等についての必要な援助・指導を行うことが必要です。 

 

 

２ その他留意事項 

〇指定介護予防支援の指定について 

 令和６年度の介護報酬改定により、居宅介護支援事業者も介護予防支援の指定を受けることができる 

予定です。指定を希望される事業者におかれましては、下記から該当ページをご確認ください。 

 

・ホーム> 事業者向け> 健康・福祉・子育て・学校> 高齢者・介護保険> 申請・届出> 指定介護予防

支援事業の新規指定・指定更新について 

 

○適切なケアマネジメントについて 

〔事例〕 

・有料老人ホームに入居したが，併設する訪問介護事業所以外のサービスを利用しないよう言われ，こ

れまで通っていたデイサービスをやめた。 

介護支援専門員は，その担当する要介護者等の人格を尊重し，常に当該要介護者等の立場に立って，当

該要介護者等に提供される居宅サービス，地域密着型サービス，施設サービス，介護予防サービス若しく

は地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活総合事業が特定の種類又は特定の事業者若し

くは施設に不当に偏ることのないよう，公正かつ誠実にその業務を行わなければならない（介護保険法第

６９条の３４［介護支援専門員の義務］）となっています。 

しかしながら，平成３０年度の制度改定により，契約時の説明等が新たに義務付けられ，違反した場合

には運営基準減算となることとなったことや，訪問介護の基準に「居宅サービス計画の作成または変更に

関し，介護支援専門員や要介護被保険者に対して必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他

の不当な働きかけを行ってはならない」という条文が新たに加わっています。こうした改正がされる背景

としては，公正中立なケアマネジメントが確保されていないことがあります。 

例えば，集合住宅居住者において，特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ，利用者の意思やア
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セスメント等を勘案せずに，利用者にとって適切な居宅サービス計画の作成が行われていないなどの実態

が指摘されており，ケアマネジメントの質の低下が見られます。 

基準条例で定めている居宅介護支援の基本方針でも，公正中立に行われることが求められており，違反

する場合は基準に基づいた運営がされていないとも言えます。 

また，居宅サービス計画の作成に当たっては，アセスメントの結果に基づき，利用者の家族の希望及び

当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して，当該アセスメントにより把握された

解決すべき課題に対応するための「最も適切なサービスの組合せ」について検討をすることとなっており，

利用者の心身の状況等に応じて適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，総合的かつ効率的に提供さ

れるよう配慮する必要があります。 

こうしたことからも，居宅サービス計画の作成に当たっては，介護保険制度の趣旨について十分に理解

をしたうえで，「公平・中立」の立場で業務にあたってください。 

 

○サービス担当者会議の開催について 

  サービス担当者会議については，居宅サービスの原案を作成した後に，利用者及びその家族の参加を

基本としつつ，居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を召集して行う会議

であり，利用者の状況等に関する情報の共有や担当者からの専門的な見地からの意見を求めるものです。 

  それぞれの居宅サービス事業所等からの参加者について，必ずしもサービス提供責任者（訪問介護）

や生活相談員（通所介護等）でなければならないとの規定はなく，管理者や介護職員等，基準に基づき

事業所に配置がされている職員のうち，利用者の状況を把握している職員であれば職種は問いません。 

 

○居宅サービス事業所等の休業について  

 緊急やむを得ない事情は，様々なものが考えられますが，仮に緊急やむを得ない事情が発生し突然営 

業日に営業出来ない事情（急な休業）が発生した場合で，利用者に適切なサービス提供が行えない場合 

でも，利用者が不利益受けることが無いよう（利用者が必要なサービスを受けることができないことで， 

利用者が困ることが無いよう），居宅介護支援事業者への連絡，適当な他のサービス事業所の紹介その他 

の必要な措置を講じなければなりませんので，必ず行ってください。 

また，居宅介護支援事業者が，上記の連絡を受けた場合は，利用者本人を含む関係者協議等を行い， 

代替サービスの提供等を検討してください。 

 

 

担当 旭川市福祉保険部 指導監査課 介護担当 

 TEL:０１６６－２５－９８４９         

                            E-mail:shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp 

 

 


